
 第１９条（分離可能性） 

 本規約のいずれかの条項⼜はその⼀部が、消費者契約法その他の法令等により無効⼜は執⾏不能と判断された

場合であっても、本規約の残りの規定及び⼀部が無効⼜は執⾏不能と判断された規定の残存部分は、継続して完

全に効⼒を有するものとします。 

  

第２０条（準拠法及び管轄裁判所） 

１.本規約及びサービス利⽤契約の準拠法は⽇本法とします。なお、本サービスにおいて物品の売買が発⽣する場

合であっても、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適⽤を排除することに同意します。 

２. 本契約について紛争が⽣じた場合、訴額のいかんにかかわらず、甲の本社、各⽀店、営業所を管轄する簡易

裁判所及び地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 


